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第１章 計画の概要 

１ 計画の背景・目的 
 

近年、全国的な人口減少や高齢化、既存建築物の老朽化、社会のニーズや産業構造の変化などを背景

に、住宅を中心とした空家等が年々増加しています。適切な管理が行われないまま放置されている状態の

空家等は、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害等、多岐にわたる問題を生じさせることがあり、ひいて

は地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすこともあるため、早急な対策の実施が求められています。 

 

国は、この空き家問題に対処するため、平成 27 年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以

下「空家法」といいます。）を完全施行し、国・都道府県・市町村と、所有者及び管理者（以下「所有者

等」といいます。）それぞれの責務を定め、空家等対策を総合的かつ計画的に推進していくこととしてい

ます。また、令和５年 12 月に行われた同法の改正では、「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除却

等」の３本柱で対応が強化され、空家等の活用促進に関する制度の創設や、管理不全な空家等への行政指

導や固定資産税の軽減措置の見直しが進められるなど、より実効性のある制度へと発展しています。これ

により、各自治体による積極的な空家等対策の実施が求められるようになりました。 

 

国の「住宅・土地統計調査」における本市の住宅総数は、令和５年で 142,390 戸と、前回調査（平成 30

年）の 131,360 戸と比べて 8.3 パーセント増加しています。一方、空き家率は、令和５年で 13.0 パーセ

ントと、前回調査（平成 30 年）の 11.4 パーセントと比べて増加しており、平成 15 年以降増加傾向にあ

ります。 

 

本市では、平成 29 年度に府中市空家等対策計画（以下「第１次計画」といいます。）、４年後の令和４

年度に第２次府中市空家等対策計画（以下「第２次計画」といいます。）を策定し、基本方針の制定や実

施体制の確立、特定空家等の認定などの空家等対策を進めてきました。第２次計画の計画期間である４年

が経過することから、引き続き、府中市空家等対策協議会において協議を重ねて計画内容の見直しを図

り、市民の生活環境の保全や空き家問題について、本市の考え方を明確にし、空家等対策をより総合的か

つ計画的に推進していくために、「第３次府中市空家等対策計画」（以下「本計画」といいます。）を策定

します。 

 

 

  



- 2 - 

 

２ 計画の位置づけ 
 

本計画は、空家法第７条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたものです。 

本市では、空き家・空き地等対策事業を、市の上位計画である第７次府中市総合計画に掲げる基本目標

「緑とともに暮らせる快適で安全安心なまち」の実現に寄与する事業として位置付け、この事業を効果的

に実施するため、本計画において、より具体的な空家等対策について定めます。なお、本計画の策定に当

たっては、第４次府中市住宅マスタープランやその他関連計画との整合・連携を図ります。 

 

図表１：本計画の位置付け 

 

また、本計画には、国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals、持続可能な

開発目標）のうち、「11 住み続けられるまちづくりを」及び「17 パートナーシップで目標を達成しよ

う」の二つの目標を取り入れることとします。社会・経済・環境に関わる様々な課題を統合的に解決して

いく視点を持って、所有者等による空家等の適正管理、安全・安心な生

活環境の確保、空家等の解消や発生予防などに取り組み、関係機関との

協働によって持続可能なまちづくりを推進します。 

 

３ 計画期間 
 

本計画の期間は、第７次府中市総合計画後期基本計画の計画期間に合わせて、令和８年度から令和 11

年度までの４年間とします。なお、本計画は、国の社会経済情勢の動向を踏まえながら、必要に応じて適

宜見直し等を行うものとします。 

図表２：計画期間 

 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

第７次府中市総合

計画後期基本計画 

 

 

  

第３次府中市空家

等対策計画 
  

 

 

第７次府中市総合計画

府中市

空家等

対策計画

上位計画

第４次府中市住宅マスタープラン

その他 関連計画

関連計画

整合
連携

空家等対策

の推進

に関する

特別措置法

根拠

後期基本計画：計画期間（４年間） 

計画期間（４年間） 



- 3 - 

 

４ 対象地区 
 

本計画の対象地区は、市内全域とします。 

 

５ 用語の定義、空き家の種類 

（１）用語の定義 

 

空き家に係る用語として、「空家等」、 「管理不全空家等」及び 「特定空家等」が、空家法において次の

通り定義されており、本計画においてもこの定義に準拠するものとします。 

※ 本計画における「空き家」・「空家等」などの表現について 

使用されていない住宅などについて一般論を述べる場合や、「住宅・土地統計調査」における表現

などについては、一般名称であることや、平成 30 年度までに行われた府中市空家等対策協議会に

おける用法等との整合性に配慮し、「空き家」という呼称を主に使用しています。 

一方、空家法の内容や空家法に基づく運用・措置を説明する場合には「空家等」・「管理不全空家

等」・「特定空家等」を主に使用しています。 

 

※ 第１次計画・第２次計画において位置づけた「荒廃した空き家」について 

これまで市独自調査を行った際に把握した空き家、また、その後市民などから生活環境への影響

について相談を受けた空き家等、適切に管理されていない空き家を総称し「荒廃した空き家」とし

ていましたが、令和５年に行われた空家法改正により位置づけられた「管理不全空家等」と状態が

近い空家等であることから、本計画から「荒廃した空き家」の位置づけを見直し、空家法に則った

「管理不全空家等」として整理することとします。 

●空家法における「空家等」及び「管理不全空家等」、「特定空家等」の定義 

 

空家等（空家法第２条第１項） 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態である

もの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が

所有し、又は管理するものを除く。 

 

管理不全空家等（空家法第 13 条第１項） 

空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当すること

となるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。 

 

特定空家等（空家法第２条第２項） 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害とな

るおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他

周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等を

いう。 
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（２）本計画の対象となる空き家の種類 

 

本計画が対象とする空き家の種類は、空家法に定める「空家等」、 「管理不全空家等」及び 「特定空家等」

とします。 

 

図表３：本計画の対象とする空き家の種類と関係 

本計画の 

対象・非対象 
空き家の種類 定義・備考 

対 象 

空家等 空家法第２条第１項に定める空き家 

 管理不全空家等 空家法第 13 条第１項に定める空き家 

 特定空家等 空家法第２条第２項に定める空き家 

非対象 
一部が空き室である共同

住宅や長屋 

共同住宅や長屋で、１棟のうち一部の住戸のみが空室

となっているものについては、本計画の対象とはなりま

せん。ただし、１棟の全ての住戸が空室となった場合に

は、空家法第２条第１項に定める「空家等」に該当し、本

計画の対象となります。 

また、外見上はいわゆる長屋であっても隣接する住戸

との界壁が二重となっているなど、それぞれの住戸が別個

の建築物である場合も空家法第２条第１項に定める空家

等に該当し、本計画の対象となります。 
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第２章 現状と課題 

１ 府中市の概況・人口推移 

（１）府中市の概況 

 

府中市は、東京都のほぼ中央に位置し、副都心新宿から西方約 22 キロメートルの距離にあります。 

面積は 29.43 平方キロメートルで、その広がりは東西 8.75 キロメートル、南北 6.70 キロメートルとな

っています。 

南端に多摩川が流れ、ここから北へ約 1.7 キロメートルにわたって平坦地が広がり、これより東西に走

る高さ約６メートルから７メートルの崖線から北へ約 2.5 キロメートルにわたって立川段丘が広がって

います。この段丘は西端で海抜 70 メートル、東端が海抜 40 メートルで、市内で最も高いところは府中

市武蔵台３丁目で海抜 82 メートルです。 

昭和 29 年４月、府中町、多磨村及び西府村の１町２村が合併し、人口約５万人の府中市が誕生しまし

た。現在では、人口約 26 万人を擁する首都東京の近郊都市として、発展を続けています。 

 

（２）府中市の人口推移 

 

本市の人口推移は、令和７年頃をピークに、総数が減少に転じる見通しとなっています。 

 

図表４：本市の人口推移 

 

（出典）第７次府中市総合計画（後期）【仮】 

 

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47

総数 26.0 26.1 26.0 26.0 25.8 25.5 25.1 24.6 23.9 23.0

15歳未満 3.4 3.1 2.8 2.7 2.8 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3

15～64歳 16.9 17.1 16.9 16.3 15.2 14.5 14.0 13.7 13.3 12.9

65歳以上 5.7 5.9 6.3 7.0 7.7 8.2 8.4 8.4 8.2 7.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0
実績値 推計値（万人）

人

口
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また、年齢３階層別の人口構成比率に置き換えて見てみると、本市は一貫して高齢化率が上昇する見通

しとなっており、30 年後の令和 37 年には高齢化率が約 34 パーセントとなることが予測されています。 

 

図表５：本市の高齢化率の推移 

 

（出典）第７次府中市総合計画（後期）【仮】 

 

地域別の状況に着目すると、市の北部・北西部では平成 27 年から令和２年の５年間で 10 パーセント

以上の人口減少が見られます。一方で、中央部や西部・南西部といった鉄道沿線の地域では人口増加が多

く見られます。 

図表６：地域別の人口増減（平成 27 年から令和２年） 

（出典）総務省統計局「平成 27年及び令和２年国勢調査 小地域別データ」  

13.1% 11.9% 10.9% 10.5% 10.8% 10.8% 10.5% 10.2% 10.0% 10.0%
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２ 府中市の空き家の現状 

（１）住宅・土地統計調査 

 

総務省統計局が５年おきに実施している「住宅・土地統計調査」によると、最新（令和５年）の調査結

果では、本市の住宅総数は 142,390 戸、うち空き家が占める割合（空き家率）は 13.0 パーセントとなっ

ており、前回調査時点と比較して空き家率は増加しています。 

「住宅・土地統計調査」における空き家の分類のうち、管理不全空家等や特定空家等になる可能性が高

い空き家や周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性がある空き家は主に「賃貸・売却用及び二次的住宅

を除く空き家」に含まれ、調査結果によると平成 25 年以降、増加傾向にあります。 

図表７：「住宅・土地統計調査」における本市の住宅総数・空き家率等の状況 

年度 H15 H20 H25 H30 R5 

住宅総数(A) 106,750 120,450 129,130 131,360 142,390 

空き家数(B) 9,640 13,200 15,450 15,040 18,470 

 賃貸・売却用及び二次的住宅

を除く空き家 
1,970 4,490 1,600 3,280 4,960 

賃貸用の空き家 7,000 7,170 13,010 10,780 12,900 

売却用の空き家 330 860 670 860 540 

二次的住宅 340 680 170 120 70 

空き家率(B)/(A) 9.0% 11.0% 12.0% 11.4% 13.0% 

（出典）総務省統計局「住宅・土地統計調査」  

※住宅・土地統計調査における「空き家」は、前述した空家法上の「空家等」とは異なり、集合住宅

等の１室が空いている状態であっても１つの空き家として集計しています。そのため、本計画 10 頁

以降の「（２）市独自の空き家調査」にて把握している空家等の件数と乖離が生じています。ここで

は、あくまで国・東京都の推移と比較した傾向を示します。 
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また、 「住宅・土地統計調査」における空き家には、売却のために空き家になっている住宅や賃貸のた

めに一時的に空き家となっている住宅、別荘などの二次的住宅といった適正な管理がなされているもの

も含まれています。令和５年の住宅・土地統計調査によると、本市の空き家のうち 26.9 パーセントが「賃

貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」となっています。一方で、「賃貸用の空き家」が約７割を占め

ており、一般的には所有者等による適切な管理がなされている住宅となっています。 

 

図表８：令和５年住宅・土地統計調査における全国・東京都・府中市の空き家種別 

（出典）総務省統計局「令和５年住宅・土地統計調査」 

 

  

42.8%

23.9%

26.9%

49.3%

70.2%

69.8%

3.6%

4.9%

2.9%

4.3%

1.1%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

東京都

府中市

賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家 賃貸用の空き家

売却用の空き家 二次的住宅

●住宅・土地統計調査における用語の定義 

 

賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家 

賃貸用の空き家、売却用の空き家及び二次的住宅以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・

入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになって

いる住宅など（注：空き家の種類の判断が困難な住宅を含む。）。 

 

賃貸用の空き家 

新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅。 

 

売却用の空き家 

新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅。 

 

二次的住宅 

別荘：週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでいな

い住宅 

その他：ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝泊ま

りしている人がいる住宅 
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（２）市独自の空き家調査 

①調査の目的・概要 

本市では、空家法第 11 条に基づき、空家等に関する正確な情報(空家等の住所・老朽度・所有者等）の

把握を目的として、令和４年度に市内全域の住宅を対象に空き家調査を実施しました。 

調査後は、空家等が改善されているかを確認する追跡調査や、市民の相談から市職員による現地調査を

重ねることにより、空家台帳（データベース）の更新を行っています。 

 

図表９：令和４年度実施調査の概要 

（1）調査期間 令和４年５月～令和５年３月 

（2）調査方法 全戸調査結果を基に、その後の市民相談・市職員による実地調査により、情報

の更新を継続的に実施中 

（3）対象地区 市内全域 

（4）調査対象 市内全域の住宅 

（5）調査の流れ １．計画準備 

２．空家・老朽危険度判定基準の検討 

３．調査員研修 

４．現地調査準備 

５．現地調査 

６．現地調査内容の精査 

７．空家台帳の作成 

８．所有権調査 

９．空家所有者アンケート調査 

10．GIS データの作成 

 

図表 10：本市の空家等調査の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成23年度 令和４年度 

調査開始 

追跡調査 追跡調査 

市民等から相談があった

住宅の現地調査 

令和７年度 

全戸調査開始 

空家等：５１１件 
空家等：８４４件 
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②現地調査の結果 

〈空家等の件数〉 

令和４年度に実施した市独自の空き家調査で把握した 511 件の空家等の立地は下図のとおりです。 

図表 11：本市の空家等位置図 

（出典）府中市 市が実施した調査より 

〈地域別空家等の件数〉 

地域別の空家等の件数は、四谷が最も多く 46 件となっています。次いで、新町で 31 件となっていま

す。 

図表 12：地域別空家等件数 

地域 件数  地域 件数  地域 件数  地域 件数 

朝日町 13 白糸台 26 日新町 17 宮西町 5 

押立町 9 新町 31 八幡町 6 宮町 3 

片町 7 住吉町 22 晴見町 11 美好町 13 

北山町 18 浅間町 12 日吉町 0 武蔵台 7 

寿町 5 多磨町 6 府中町 1 紅葉丘 17 

小柳町 18 天神町 27 分梅町 8 矢崎町 2 

是政 29 東芝町 0 本宿町 10 四谷 46 

幸町 3 西原町 18 本町 11 若松町 12 

栄町 18 西府町 21 緑町 2 合計 511 

清水が丘 27 日鋼町 1 南町 29   

  

…市独自の調査より把握した空家等
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〈建築物（空家等）の用途〉 

現地調査にて空家等と判断された建築物の用途は「戸建住

宅」が最も多く、８割以上を占めています。次いで「集合住

宅・長屋」が８パーセントとなっています。 

 

 

 

 

 

 

〈空家等の老朽度ランク〉 

空家等の状態に応じたランク付けでは、建物の状態に問題

がない「―」が最も多く、約３割を占めています。最も危険な

状態である「A」判定の空き家はなく、次に危険とされる「B」

の空家等が 3.3 パーセントとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③空家所有者アンケート調査の結果 

空き家と思われる建物の所有者（共有者を含む。）724 件に

アンケートを送付し、221 件の回答がありました。 

 

〈空家等所有者の年齢〉 

本市の空家等の所有者は 60 歳～74 歳が最も多く、約半数を

占めています。次いで 75 歳以上が 31.1 パーセントとなってい

ることから、空家等所有者は 60 歳以上の高齢者が８割以上を

占めています。 

  

空家等ランクの状態 

A：倒壊や建築財投の飛散等危険が切迫しており緊急度が極めて高い 

B：倒壊の危険はないが、雨戸や網戸、トタンやアンテナ等の落下や

飛散の危険がある 

C：倒壊や建築材等の飛散の危険性はないが、管理が行き届いておら

ず損傷が激しいもの 

D ：管理が行き届いておらず損傷もあるが、当面の危険性はないもの 

E：建物は損傷等ないが、管理が行き届いておらず樹木や雑草の繁茂

があるもの 

―：問題ない 

図表 13：空家等の用途 

84.0%

4.1%

2.7%

8.0%

0.4% 0.8%

戸建住宅 店舗併用住宅 店舗・事務所

集合住宅・長屋 工場・倉庫 その他

n=511

図表 14：空家等の老朽度ランク 

3.3%

17.6%

18.8%

29.9%

30.3%

A B C D E ー

n=511

図表 15：空家等所有者の年齢構成 

1.0%
3.9%

13.6%

50.5%

31.1%

29歳以下 30歳～44歳 45歳～59歳

60歳～74歳 75歳以上

n=103
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〈現在の状況（空家等）が継続している期間〉 

空家等の状況が継続している期間は、３～５年未満が最も多

く 29.6 パーセントとなっています。次いで 10 年以上が 28.4％、

５～10 年未満が 23.5 パーセントとなっており、８割以上の空

家等が３年以上空家等のままとなっています。 

 

 

 

 

 

 

〈現在の状況（空家等）となったきっかけ〉 （複数回答可） 

空家等となったきっかけとして、 「相続」が 31 件と最も多くなっています。次いで「借り主がいなくな

った」が 29 件となっています。 

 

〈現在の状況（空家等）が継続している理由〉 （複数回答可） 

空家等のままとなっている理由として、「建物を取り壊すと土地の固定資産税が上がる」「売却や賃貸を

検討中」が 24 件と最も多くなっています。次いで「使う予定・可能性がある」が 22 件となっています。 

  

図表 16：空家等の継続期間 

2.5%

13.6%

29.6%

23.5%

28.4%

2.5%

１年未満 １～３年未満 ３～５年未満

５～10年未満 10年以上 不明

n=81

図表 17：空家等になったきっかけ 

31

29

11

2

1

1

0

12

0 5 10 15 20 25 30 35

相続

借り主がいなくなった

施設への入居，または入院

他の住宅へ転居

別荘・        として購入した

転勤

買い換え

その他 n=79

（件）

図表 18：空家等が継続している理由 

24

24

22

8

3

2

16

0 5 10 15 20 25 30

建物を取り壊すと土地

の固定資産税が上がる

売却や賃貸等を検討中

使う予定・可能性がある

思い入れのある家を

そのままにしておきたい

特に理由はない・なんとなく

相続手続き中である

その他 n=77

（件）
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〈相続によって空家等となった人の現在の状況（空家等）が継続している理由〉 （複数回答可） 

相続によって空家等となり、現在も空家等のままとなっている理由として、「使う予定・可能性が

ある」「売却や賃貸を検討中」が多くなっています。次いで「建物を取り壊すと土地の固定資産税が

上がる」が 9 件となっています。 

 

図表 19 相続により空家等となり状態が継続している理由 

 

〈所有している建物（空家等）の利活用の意向〉 

空家等所有者の今後の利活用の意向は、「利活用したくな

い」が最も多く、66.2 パーセントと半数以上を占めていま

す。「利活用したい」「条件が合えば利活用したい」を合わせ

ると 33.8 パーセントなっています。 

 

 

 

 

 

 

〈利活用意向のある空家等所有者の活用方法〉 （複数回答可） 

空家等の利活用の意向がある所有者が希望する活用方法は、「建物を他人に貸し収益を得たい」が 17 件

と最も多くなっています。次いで「自分または親族の居住のために使いたい」が 10 件となっています。 

 

空き家の利活用とは 

空き家を利用または活用することで空き家状態を解消

すること。（例：売却、貸出、シェアキッチン、レンタル

スペース等） 

図表 20：利活用の意向 

66.2%9.9%

23.9%

利活用したくない 利活用したい

条件が合えば利活用したい

n=71

17

10

7

3

5

0 5 10 15 20

建物を他人に貸し収益を得たい

自分または親族の

居住のために使いたい

建物を他人に売りたい

無償もしくは低額で地域活動の

ために貸し出したい

その他 n=25

（件）

図表 21：利活用希望者の活用方法の意向 

12

11

9

5

2

1

8

0 2 4 6 8 10 12 14

使う予定・可能性がある

売却や賃貸等を検討中

建物を取り壊すと

土地の固定資産税が上がる

思い入れのある家を

そのままにしておきたい

特に理由はない・なんとなく

相続手続き中である

その他 n=31

（件）
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④特定空家等の認定・勧告の状況 

本市では、平成 30 年１月に「特定空家等」の判断基準を定め、以降、特定空家等の認定、勧告

等の措置を実施しています。令和７年時点で、累計 15 件の空家等を特定空家等に認定しており、

５件に対して勧告の措置を実施しています。本市が認定した 15 件の特定空家等のうち６件につ

いては、状態が改善されたことを確認し、特定空家等の認定を解除しています。 

また、令和５年 12 月の空家法改正を受け、令和７年３月には、「特定空家等及び管理不全空家

等」の判断基準を定めました。 

 

（３）空家等の将来発生予想 

 

市の人口、世帯数や住宅事情の動向と空家等の発生は密接な関係にあり、なかでも高齢化率と空家

率は相関関係にあることから、人口、世帯数の動向を見据えた空家等対策が重要となります。 

一般的に 65 歳以上の高齢者のみが居住する持ち家を「空き家予備軍」と呼び、数年の間に空家等

になる確率が高い住宅とされています。この「空き家予備軍」に対して適切な対策を講じることで、

将来的な空家化を予防します。 

総務省統計局が実施した令和５年住宅・土地統計調査によると、本市の持ち家世帯数は 66,210 世

帯であり、このうち 65 歳以上の単身世帯が 10,670 世帯であることから市内持ち家の 16.1 パーセン

トが「空き家予備軍」となります。 

この「空き家予備軍」の分布は、地域の高齢者率と戸建て住宅の割合から空家等の発生予想を行

い、空家等の発生予防につなげます。 

総務省統計局が実施した「令和２年国勢調査」より、地域別の高齢者率と戸建て住宅率をみると、

市北西部（北山町・西原町周辺）や南東部（小柳町周辺）の一部地域で、高齢化率と戸建て住宅率が

共に高い地域が見られます。高齢者率が高く、かつ戸建て住宅が多い地域は、今後、居住者の入院や

施設等への入所等から空家化する可能性が高い住宅が多いことが予想されます。  

15%未満

15%以上20%未満

20％以上25%未満

25%以上30％未満

30%以上

図表 22：地域別 高齢者率 

（出典）総務省統計局 

「令和２年国勢調査 小地域別データ」 

20%未満

20%以上40%未満

40％以上60%未満

60%以上80％未満

80%以上

図表 23：地域別 戸建て住宅率 

（出典）総務省統計局 

「令和２年国勢調査 小地域別データ」 
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３ 第２次計画の課題に対する対応と評価 

（１）課題に対する具体的な取組 

 

第２次計画において把握した、空家等対策を進める上での主な課題に対する具体的な取組と成果は以

下のとおりです。 

第２次計画期間内において十分な取組ができなかった課題に対しては、第３次計画においても引き続

き取組を進めることで課題の解決を図ります。 

 

図表 24：第２次計画の課題に対する取組 

課題 具体的な取組・成果 

１．現状把握の必要性 ・令和４年度に市内全域の住宅を対象とした市独

自の空き家調査を実施しました。 

・現地調査・所有者調査・所有者アンケート調査・

空き家等台帳の作成を行い、市内空家等の現状

把握を行いました。 

 

 ・所在把握の必要性 

・所有者等の把握の必要性 

・管理状況把握の必要性 

・所有者等の意識・意向把握の必要性 

・住宅の状態・空き家の種類に応じた対策の必

要性 

２．所有者等への啓発の必要性 ・空家等所有者への意識啓発として、東京都との

共催による「空き家・相続セミナー＆個別相談

会」を実施しました。 

・空家法に対する理解や空家等を放置するリスク

を周知する目的として、希望者に「東京都空き

家ガイドブック」の配布を行いました。 

 ・所有者等のリスク認識不足 

・適正管理に関する情報・知識不足 

３．空き家化の予防の必要性 ・空家等所有者への意識啓発として、東京都との

共催による「空き家・相続セミナー＆個別相談

会」を実施しました。 

・令和２年には、空き家利活用等相談事業を開始

しました。 

 ・相続を契機とした空き家の増加 

・高齢化に伴う空き家の増加・荒廃した空き家化 

・建築物活用場面の創出 

４．適正管理を促進する環境整備の必要性 ・本市では令和２年より市の相談窓口を設置して

おり、令和４年から令和７年の４年間の相談件

数は 94 件でした。 

・専門家団体・他団体との連携として令和５年に

「一般社団法人全国古民家再生協会」 「一般社団

法人全国空き家アドバイザー協議会」と協定を

締結しました。 

 ・相談窓口の設置の必要性 

・専門家団体との連携 
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５．特定空家等に対する措置の必要性 ・本市では令和元年に９件、令和４年に６件～、

を特定空家等と認定しました。 

・空家等の客観的な判断を行うため、令和５年 12

月の空家法改正を踏まえて、特定空家等・管理不

全空家等の認定基準を作成しました。 

 ・税制上の問題 

・客観的な対応の必要性 

 

（２）第２次計画に定めた数値目標の評価 

 

第２次計画において定めた、未解決の荒廃した空き家件数の数値目標の達成状況は以下のとおりです。 

 

図表 25：第２次計画に定めた数値目標の達成状況 

 
令和４年度時点 

現状値 
目標値 

令和６年度末時点 

現状値 

未解決の荒廃した空き家件数 110 件 80 件 127 件 

 新規相談件数 

（荒廃した空き家への苦情等） 
43 件/年 40 件/年 85 件/年 

解決件数 39 件/年 46 件/年 60 件/年 
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４ 空家等対策を進める上での主な課題 

（１）増加が見込まれる空家等への対応 

①相続時の空き家化を防ぐ情報提供と意識啓発 

所有者アンケート調査によると、空家等の発生原因の一つとして、 「相続」が約４割を占めていま

す。この相続時の空家等発生では「今後使う予定・可能性がある」、又は「売却や賃貸を検討中」な

どのケースが多いため、その意向に沿った相談対応等の支援方策や相続発生後に空き家化しない取

組を検討する必要があります。 

 

②空家等となる可能性が高い住宅の所有者に対する情報提供 

本市の人口推移をみると、高齢化率が上昇傾向にあることから、今後、施設入所や相続の発生に起

因する空家等の増加が懸念されます。 

また、所有者等の高齢化に伴って体力的な面等から管理水準が低下することも懸念されるため、高

齢化率が高く、戸建て住宅が多い地域については、市から働きかけを行う等といった重点的な対策を

検討する必要があります。 

 

③空家等の所在・所有者・管理状況等の現状把握 

空家等は時間の経過とともに老朽化や管理不全が進行し、周辺環境への影響が増大する可能性が

あることから、現状の把握を継続的かつ正確に行う必要があります。空家等の状態や所有者の意向に

応じて適切な空家等対策を進めていくに当たっては、本計画が対象とする空家等を把握し、本市の空

家台帳（データベース）の充実を図ることが重要です。 

そのため、本市では空家等の所在地や状態、所有者等の所在地等についての情報を常に更新し、把

握する必要があります。また、周辺に悪影響を与えている空家等や市への相談件数が増加しているこ

とを踏まえて、適切な措置を講じ、管理不全空家化・特定空家化を防止します。 

 

④空家等の活用場面の創出 

市独自の調査によると、本市の空家等は比較的軽微な修繕や繁茂した樹木・雑草の管理により直ち

に利活用できる、老朽度が低い状態のものが多くあります。このような空家等については、状態が改

善できれば、不動産市場で流通が図られ、有効活用が進むものと考えられます。 

空家等が適切に市場に流通することは、空家等の発生予防となるだけでなく、地域活力の維持・向

上につながることから、円滑な流通の促進に向けた取組の検討が求められています。 

また、空家等の除却跡地においては市街地環境の向上に資する敷地整序の促進や防災空地として

の活用、広場としての地域のまちづくりへ活用するなどの方策を検討する必要があります。 
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⑤専門家団体等との連携強化による利活用の促進 

空家等の管理・活用に当たっては、補修・売買・相続手続等の専門性が求められるため、建築・不

動産・法律等の専門家団体の協力が必要不可欠です。 

空家等対策を推進するためには、相談者からの意見や要望等を踏まえた上で、専門家団体との連携

を進める必要があります。 

 

（２）空家等の所有者への対応 

①空家等所有者への意識啓発 

空家等の所有者等は、遠方に居住している場合や身体的・経済的理由から適切な維持・管理が困難

な場合などが想定されます。また、空家等をそのままにしておく理由として、「特に理由はない・な

んとなく」や「思い入れがある家をそのままにしておきたい」が挙げられており、所有者等自身が空

家等の現状や、放置することによるリスクなどを認識していないケースも考えられます。 

このような所有者等のために、適切な情報提供や空家法や空家等対策に対する理解、空家等を放置

することによるリスクなどを周知する必要があります。 

 

②所有者の意向に沿った相談窓口の充実 

空家等の所有者等の中には、「管理したいが管理方法が分からない」といった管理面の相談や「処

分したいが方法が分からない」といった除却面の相談、「使いたいが老朽化が進んでいて改修の必要

がある」、「誰かに使ってほしい」といった活用面の相談など、他分野にわたる相談が想定されます。 

所有者の空家等に関する知識の不足が原因で空家等を放置しているケースもあると考えられるた

め、幅広い分野の相談に対応することが可能な窓口を周知し、庁内の連携により解決・改善を引き続

き行う必要があります。 

 

（３）管理が不十分な空家等への対応 

①定量的な空家等の判断基準に基づく特定空家等・管理不全空家等への適切な措置 

令和５年の空家法改正により、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定

空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等を管理不全空家等と位置

づけ、空家法第 22 条各項の規定に基づき、管理不全空家等の所有者等に対して指導及び勧告を行う

ことができることとなりました。 

本市では、周辺環境の保全及び地域の安全確保を目的として、「管理不全空家等及び特定空家等に

対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」を踏まえて作成した「特

定空家等及び管理不全空家等の判断基準（令和７年３月）」に基づき、特定空家等・管理不全空家等

の判定を行い適切な措置を講じる必要があります。 
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②市からの適切な措置による空家等解消 

本市では、令和６年度末時点で 127 件の荒廃した空き家 （管理不全空家等 相当）が確認されてい

るため、空家法に基づく適切な措置を実施して解決・改善を図っていきます。ただし、措置の推進に

当たっては、所有者等に対する私権の侵害とならないように、国が作成した指針やガイドラインを参

照し、空家等対策協議会による検討などを経て客観的に行う必要があります。 

 

③税制上のリスクの周知 

建物の除却後に土地の活用・売却の見込みがない空家等では、建築物を除却した場合、住宅用地に

対する課税標準の特例の対象から除外されて固定資産税等の課税額が上がることになり、建物を除

却せずに放置される原因となっています。特定空家等・管理不全空家等については、市から改善に関

する勧告を所有者等に通知し、所有者等が勧告の内容に従わなかった場合は、建物が除却されていな

い状態であっても、住宅用地に対する課税標準の特例の対象から除外することができるため、所有者

等が改善に向けて動くことが期待されます。 

特定空家等や管理不全空家等の解消、また未然防止においては、住宅用地特例から除外されるとい

った税制上のリスクを空家等所有者に周知する必要があります。 

 

  



- 20 - 

 

第３章 空家等対策の基本方針 

１ 基本的な考え方 
 

空家等は、個人の財産であることから、所有者等が自らの責任により適切に対応することが前提であ

り、空家法第５条において「空家等の所持者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定されています。また、土地基本法第６条においても「土

地の所有者又は管理者は、土地についての基本理念にのっとり、土地利用及び管理並びに取引を行う責

務を有する」と規定されています。 

しかし、所有者等が経済的事情や相続等の様々な事情により管理を十分に行うことができない場合、空

き家に関する問題が深刻化し、周辺の生活環境へ影響を与えることが懸念されます。 

そのような場合においては、所有者等の第一義的な責任を前提にしながらも、所有者等が抱える課題等

の解決に向け、市が国や東京都と連携して、当該空き家の状態やその周辺環境への悪影響を勘案し、適切

な対応を図ります。 

 

２ 本計画の基本方針 
 

第２章で整理した本市の空家等対策を進める上での主な課題と本市の基本的な考え方を踏まえて、「発

生予防」「適正管理」「利活用」「安全確保」の４つの観点から基本方針を設定し、空家等や空家等所有者

の状態に応じた空家等対策を推進します。 

 

基本方針１  空家等の発生の予防 

 

空家等の発生原因として最も多いのは、相続による所有者不明や管理の放棄であることから、発生の予

防に重点的に取り組みます。特に、空家等となる可能性が高い「空き家予備軍」や、空家等の発生が予測

される地域に対し、重点的な対応を推進します。 

また、現在居住している段階から「自宅を空き家にしない」という意識を持つことが重要であることか

ら、持ち家世帯を対象とした普及啓発や、高齢者層及び家族への重点的な情報提供を通じて、所有不動産

の今後について検討していただくなど、将来的な空家等の発生抑制を図ります。今後も住民一人ひとりが

自らの住宅の将来を考えることができるよう、意識の醸成を促していきます。 

 

基本方針２  空家等の現状把握と適切な管理の促進 

 

空家等の管理が不十分であることによる周辺環境への悪影響を未然に防ぐため、所有者に対して適正

な管理の必要性やその責務を周知・啓発し、自主的な管理を促進します。 

また、所有者が抱える課題解決に向けた相談窓口の設置やセミナーの開催、空家等の現状を正確に把握

するため、市民から寄せられる相談や実態調査の結果を活用した情報の一元的な管理に努めます。 
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このような取組により、空家等に対する早期の対応と、市内全体の適正な空家等管理体制の構築を目指

します。 

 

基本方針３  空家等の市場流通・利活用の促進 

 

空家等の有効活用を図るため、既存住宅としての市場流通と、地域の課題解決に資する利活用の両面か

ら取組を進めます。流通可能な空家等については、中古住宅としての価値を見出し、民間事業者との連携

による情報提供やマッチング支援を通じて、売却・賃貸などの流通を促進します。これにより、空家等を

循環的に活用できる住宅市場の形成を目指します。 

また、市場での流通が難しい空家等であっても、地域の交流拠点や子育て支援施設など、地域ニーズに

応じた活用を推進します。所有者と地域、民間事業者が連携し、空家等を地域の資源として活かす体制づ

くりを進めます。 

あわせて、除却後の跡地利用の支援も検討し、空家等の活用によるまちの活力向上を図ります。 

 

基本方針４  危険な空家等に対する適切な措置の実施 

 

周辺住民の生活環境や安全性を著しく損なうおそれのある管理不全空家等や特定空家等については、

所有者等に対して適切な管理の必要性を周知するとともに、自主的な管理を促します。 

通知や支援を行っても改善が見られない場合には、空家法に基づき、助言・指導、勧告、命令、代執行

といった段階的な措置を講じます。特に、所有者の所在が不明な空家等に対しては、略式代執行や法的手

続を含む対応を検討します。 

また、定量的な判断基準に基づき、老朽化が進んでいる空家等や防災や防犯の観点から危険性のある空

家等を的確に判定し、除却を促すとともに、適切な対応を実施します。今後も、所有者等の責務を基本と

しつつ、地域の安全と安心を守るための措置を徹底します。 

 

 

図表 27：住宅(空家等)の状態別 基本方針の位置付け 

  

住宅の状態

居住中 空家化 管理不全化 跡地活用

基本方針の
位置付け

基本方針１ 基本方針２

基本方針３

基本方針４
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第４章 空き家に対する施策 

１ 基本方針ごとの施策 

（１）「基本方針１ 空家等の発生の予防」に関する施策 

【１－１】 所有者・市民等への意識啓発 

空家等に関する対策を進める上で、空家等の有効活用や適切な管理に対する所有者等の意識の向

上、持ち家を所有する世帯へ空き家化させないための意識啓発が必要です。そのため、本市が解決

に向けて取り組むべき空家等の諸問題について、ホームページやリーフレット、広報紙等を用いた

市内の空家等の活用事例の紹介や、空き家問題を周知する出張講座により空家等となることのリス

クを周知することで所有者等の意識を高め、空家等の発生の予防につなげていきます。 

また、空家等の所有者や権利関係が不明確となることは、適切な管理や活用の大きな障壁となる

ため、令和 6 年度に義務化された相続登記について、市民へ周知・啓発を図り、相続が発生した際

に確実な登記を促します。 
 

具体的な取組 

・相続登記の義務化の周知 

・空き家新聞の配布（強化） 

・空き家ガイドブックの全戸配布（強化） 

・固定資産税納税通知書へのチラシ同封（強化） 

・空家等の発生予防に係る出張講座（新規） 
 

【１－２】 所有者・市民からの相談対応における相談体制の整備 

所有者等の高齢化や相続、費用面等、空家等を発生させる原因は多岐にわたりますが、所有者等

にとっての大きな課題は、住宅に関する悩みの相談先を含む「情報の不足」であると考えられます。 

庁内関係部署や専門家団体、民間事業者との連携を図り、空家等を取り巻く複雑な問題に対応す

ることができる相談体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

具体的な取組 

・相続登記に関する義務化の周知（再掲） 

・おくやみハンドブックへの空き家に係る記事掲載（強化） 

・市独自のワンストップ相談窓口の設置（新規） 

空家等に関する相談
(相続、家財整理等)

※原則無料

相談者
（所有者等、利活用希望者）

相談対応、検討・提示

相続や家財整理、管理・活用等の支援
※依頼に対する実施は費用負担有

専門家団体、民間事業者 等

連携

府中市ワンストップ相談窓口

図 28：ワンストップ相談窓口のイメージ 
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【１－３】 相続に起因する空き家化を予防する福祉部局等との連携 

空家等の発生の大きな要因として、相続後の家屋の未活用、適正な管理者の未選任などが挙げ

られます。そのため、民生委員や社会福祉法人府中市社会福祉協議会との連携体制により、高齢

の所有者等に対して、相続登記の推進や成年後見制度の活用等の空き家化の予防に関する啓発を

図ります。また、「住まいの終活」について親族と話し合い、自身で考える機会を創出することで

空家等の発生抑制につなげるため、本市で販売及び本市ホームページ上で公開している「未来ノ

ート」の活用等を通じて、相続の課題の解消を図ります。 

さらに、空き家問題は所有者等だけでなく、今後相続人となる家族や親族など、多くの方が当

事者となり得る問題であるため、当事者として住宅の将来について考える機会となるよう、売却

や賃貸などの処分や管理を子供等が代わりにすることができる仕組みの普及や、相続や住宅の管

理、資産活用などをテーマとしたセミナーを開催します。 
 

具体的な取組 

・相続や資産活用をテーマにしたセミナーの開催 

・民生委員・社会福祉協議会と連携した高齢の所有者等への啓発 

・未来ノートを活用した空家等の発生抑制 

 

【１－４】 地域ごとの空き家事情に応じたアウトリーチ型の支援 

今後、空家等の発生が特に多くなると見込まれる地域に対して、自治会と連携した高齢者世帯へ

の訪問や、該当地域の住民を対象とした「空家等の適正管理」や「相続に備えた準備」等をテーマ

とするセミナーや相談会の開催といった、地域に対するアウトリーチ型の支援を実施します。 
 

具体的な取組 
・自治会などと連携した高齢者世帯への情報提供（新規） 

・地域の状況に応じた相談会・セミナー等の開催（新規） 
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（２）「基本方針２ 空家等の現状把握と適切な管理の促進」に関する施策 

【２－１】 定期的な実態調査の実施による空家等の現状把握 

空家等の適切な維持管理を促進し、管理不全化を防ぐためには、継続的な状況把握が不可欠です。

市では、これまでの調査で空家等と判断された住宅について、引き続き定期的な状況確認を行い、

放置や老朽化などの問題が進行しないよう努めていきます。 

また、調査結果や市民 ・自治会から寄せられる相談や情報をもとに、空家等の情報をまとめたデ

ータベースを整備し、内容の更新を行います。このデータベースを活用することで、特に管理が不

十分と思われる空家等の状況や、所有者等の把握につなげていきます。 
 

具体的な取組 
・定期的な空家等実態調査の実施（新規） 

・調査結果のデータベース化及び更新（強化） 

 

【２－２】 安心して住み続けることができる環境の構築 

空家等は個人の財産であり、所有者が責任を持って管理することが前提ですが、所有者等による

管理が困難な場合、空き家問題が深刻化し、周囲に影響を与えるおそれがあります。市民が安心し

て暮らし続けられる環境を実現するためには、空き家等が周囲に悪影響を及ぼす前に、問題の顕在

化を防ぐ適切な対応が求められます。市で空家等の実態を把握する調査を行い、空家等の状態に応

じた適切な対応を講じることで、市民の生命や財産を守るとともに、市民が安心して住み続けるこ

とができる環境を構築します。 
 

具体的な取組 
・樹木繁茂時の連絡に対する随時対応 

・樹木の多い空き家に対する定期的な現地確認（新規） 

 

【２－３】 所有者等の把握 

空家等がもたらす問題は多岐にわたり、その所有者等の特定が困難である等の解決すべき課題も

多く存在します。そこで、庁内関係部署との連携により、空家等に係る不動産登記情報、住所情報、

戸籍情報、固定資産税の課税情報、近隣住民等からの情報等を活用します。特に、高齢者等の施設

への入所や死亡等を原因として空家等が発生すことから、施設入所時や相続発生時における情報提

供スキームの構築や死亡届提出時の啓発資料の配布等を検討します。 

また、令和 5 年の法改正により、空家等に工作物を設置している電気・ガス供給事業者等に対し

て、市町村長が所有者把握に必要な情報の提供を求めることが可能となったことから、これらの事

業者からの情報活用も視野に入れて取組を進めます。 
 

具体的な取組 
・施設への入所や相続の発生に関する情報を把握するスキームの構築の検討

（新規） 
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【２－４】 財産管理人制度の活用強化 

空家等を相続する者が存在しない、または、空家等の所有者の存否が明らかでないことにより、

空家等が放置され周辺環境に悪影響を及ぼす事態を回避するため、引き続き、市が利害関係人に代

わって、相続財産清算人、不在者財産管理人、管理不全土地建物管理人等の財産管理人の選任を裁

判所に申し立てます。管理する者がいない空家等について市が主導的に関わることで、適切な管理

が行われるよう促進し、空家等の解消を図っていきます。 
 

具体的な取組 
・財産管理人（相続財産清算人・不在者財産管理人・管理不全土地建物管理人）

選任の積極的な申立て（強化） 

 

【２－５】 各団体と連携した空家等の適正な維持管理と活用の促進 

民間事業者や NPO 法人などと連携し、空家等の見回りや除草、植木のせん定、管理代行サービ

スの紹介などにより適正な管理を促進し、管理不全を防止します。 

また、所有者が安心してリフォームに取り組めるよう、国土交通省や東京都が発刊するガイドブ

ックを活用し、普及啓発に努めるほか、法的・経済的・技術的な課題に対して適切な助言や支援を

受けられる体制づくりの一環として、NPO 法人や専門家団体との連携による相談会やセミナーを

開催します。 
 

具体的な取組 

・国土交通省・東京都が発刊する刊行物の周知・配布 

・民間事業者や専門家団体と連携した相談会・セミナー等の開催（強化） 

・民間事業者等による空家等管理代行サービスの紹介（強化） 

・近隣自治体と協力し、広域的な空家等対策の周知啓発やセミナーの実施（（強

化） 
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（３）「基本方針３ 空家等の市場流通・利活用の促進」に関する施策 

【３－１】 所有者からの相談対応における相談体制の整備 

空家等の中には、建築物の状態や敷地条件が良いにもかかわらず、所有者等に不動産活用のノウ

ハウがないことや、仲介やリフォーム等を依頼する事業者の心当たりがないこと等が原因で、利活

用されないままとなっているものがあります。このような悩みの相談先についても、所有者等にと

っての大きな課題は、相談先を含む「情報の不足」であると考えられます。 

そこで、庁内関係部署や専門家団体、民間事業者との連携を図り、空家等を取り巻く複雑な問題

に対応することができる相談体制を整備します。 
 

具体的な取組 ・市独自のワンストップ相談窓口の設置（新規）（再掲） 

 

【３－２】 空家等の所有者等と活用希望者のマッチングのための仕組みの構築 

空家等の利活用を希望する団体・個人が市内の空家等を有効活用できるよう、住宅や福祉、子育

て等各部門における先行事例情報を蓄積し、空家等所有者等とのマッチングを円滑に行うためのプ

ラットフォームの構築を検討します。 

また、東京都が住宅セーフティネット制度として取り組む「東京ささエール住宅」の活用方策の

検討を行うほか、空家等を地域交流や福祉、子育て支援などの活動拠点回収する際の費用の一部を

助成する制度の創設を検討するなど、地域主導による空家等の利活用を市が後押しする利活用モデ

ルの構築に取り組みます。 
 

具体的な取組 

・市場流通に向け空家等の改修等を行う民間事業者との連携体制の整備（新

規） 

・所有者等と利活用希望者との効果的なマッチングに関するプラットフォー

ム構築の検討（新規） 

・空家等所有者への住宅セーフティネット制度の周知 
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（４）「基本方針４ 危険な空家等に対する適切な措置の実施」に関する施策 

【４－１】 所有者等による主体的な対応の促進 

空家等による周囲への悪影響を未然に防ぐためには、所有者等による主体的な対応が不可欠です。

市では、空家等の適切な管理が所有者等の責務であるという意識の醸成を図るとともに、所有者等

が自ら適切に管理や除却を行えるよう、相談体制の整備や情報提供、支援制度の周知など、必要な

環境の整備を進めます。 
 

具体的な取組 
・危険な空家等の所有者等への助言・指導 

・適切な管理や建物の除却につながる助成制度の検討及び周知（強化） 

 

【４－２】 管理不全空家等への対応 

適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがあ

ると認められる空家等が確認された場合には、「管理不全空家等」と認定します。 

「管理不全空家等」の所有者等に対しては、特定空家等となることを防止するために必要な措置

を講じるよう、段階的な措置を行います（図表 28 ：空家法における「特定空家等及び管理不全空家

等に対する措置」のフロー（P42））。 

なお、勧告を行った 「管理不全空家等」については、その敷地に対する固定資産税等の住宅用地

に対する課税標準の特例が適用されないこととなるため、勧告において示した建物の除却、修繕、

立竹木の伐採等の実施を所有者等が行うことを促します。勧告を行った空家等に関しては、課税担

当課である資産税課へ情報提供を行い、住宅用地に対する課税標準の特例の解除を行います。 
 

具体的な取組 ・管理不全空家等の認定、指導、勧告の実施（新規） 

 

【４－３】 特定空家等への対応 

周囲に対して悪影響を及ぼしている空家等やその空家等の状態の経過期間、所有者の対応の存否、

建物の状態などを総合的に勘案したうえで、空家等対策協議会における十分な検討を踏まえ、「特定

空家等」と認定します。 

また、危険が切迫しているなど、周辺の生活環境の保全を図るために速やかに措置を講ずる必要

があると認められる場合は、所定の手続を経て勧告、命令又は代執行（「代執行」、「略式代執行」、

「緊急代執行」）の措置 （図表 28 ：空家法における「特定空家等及び管理不全空家等に対する措置」

のフロー（P42））を迅速に講じます。 

なお、勧告により、当該特定空家等の敷地について、固定資産税等の住宅用地に対する課税標準

の特例が適用されないこととなることで、勧告において示した建物の除却、修繕、立竹木の伐採等

の実施を所有者等が行うことを促します。勧告を行った空家等に関しては、課税担当課である資産

税課へ情報提供を行い、住宅用地に対する課税標準の特例の解除を行います。 

また、災害時の応急措置として、空家法第 22 条第 11 項において、災害その他非常の場合におい
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て、保安上著しく危険な状態にある等で、必要な措置をとるよう勧告された特定空家等については、

命令等の一部の手続を経ずに市区町村長が代執行できる緊急代執行制度が新たに創設されました。

内容や範囲等について慎重に検討し、具体的な手法等を確認しながら、当該特定空家等の所有者の

負担において実施します。 
 

具体的な取組 
・助言指導、特定空家等の認定、勧告、命令、代執行（強化） 

・災害時の緊急代執行、応急措置（新規） 
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図表29：空家法における「特定空家等及び管理不全空家等に対する措置」のフロー
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２ 主体別の役割と空家等対策を推進する実施体制 

（１）主体別の役割 

空家等は個人の財産であり、所有者が責任を持って管理することが前提ですが、様々な要因に

より適切な管理がなされない空家等により、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

このような状況を踏まえ、空家等の問題を地域社会全体の課題として捉え、所有者等、市民、

事業者及び市がそれぞれの役割を認識し、相互に連携・協力のもと、計画的かつ効果的に空家等

対策に取り組みます。 

①空家等の権利関係者（所有者・管理者・相続人等） 

空家等の所有者等は、空家等が地域に放置されたままとならないよう、自らの責任において適

切な維持管理を行うことが必要です。また、相続登記等の必要な手続についても、速やかに対応

するよう努めることが求められております。 

なお、所有者等自身による対応が困難な場合には、市や関係事業者が設置する相談窓口等を活

用し、早期の課題解決を図ることが重要です。 

 

②市民等（近隣住民や自治会 コミュニティ等） 

近隣住民は、管理が不十分な空家等を発見した際には、市へ速やかに情報を提供していただく

ことが期待されます。また、自治会等の地域コミュニティにおかれては、住みよい生活環境の維

持・向上に向けて、空家等の所有者等との良好な関係づくりに努めるとともに、市への相談や情

報提供を行っていただくことが期待されます。 

 

③民間事業者・専門家団体等 

空家等に関する専門家団体（建築士、司法書士、弁護士、不動産関係団体など）は、空家等の

所有者等からの相談に対して、専門的な視点に基づき、啓発活動や支援に努め、問題の早期解決

に向けた助言や対応を行います。 

また、民間事業者等は、所有者等からの相談や依頼に応じて、空家等の適切な維持管理、除却

（解体）、利活用の提案・実施などに取り組みます。 

 

④府中市 

市は、市民等から提供された情報に基づき、空家等の実態把握に努めるとともに、市民や事業

者との連携を図りながら、空家等の所有者等に対して啓発や支援を行います。これらの空家等対

策においては、総合的な実施体制が必要であることから、市では、庁内の関係部署間による対応、

府中市空家等対策協議会の組織、国や都との連携等、空き家問題解決のための体制の整備を図り

ます。 

また、空家等による周辺環境への影響を踏まえ、市は地域全体での課題解決に向け所有者等や
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地域住民、関係機関や関係団体等への働きかけを行い、各主体が相互に連携して取組を進められ

るよう、総合的な窓口として中心的役割を担います。 

加えて、令和５年の空家法改正では、空家等の活用促進に関する制度の創設や、管理不全な空

家への行政指導や固定資産税の軽減措置の見直しが進められるなど、より実効性のある制度へと

発展しています。これにより、各自治体による積極的な空家等対策の実施が求められるようにな

ったことから、市の状況を踏まえて、本市に必要な制度の活用、法的措置を検討します。 

また、管理が適切に行われていない空家等については、その所有者等に対し、関係法令に基づ

き、必要な指導や助言等を行いながら、適切な対策を講じていきます。 

 

（２）実施体制 

空家等対策の課題は多岐にわたっており、空家等対策を円滑に推進していくために、主体別の

役割を踏まえ、市の担当課（生活環境部環境政策課）だけではなく、庁内の様々な関係部署や関

係行政機関（国・東京都）、民間事業者、専門家団体、近隣住民や自治会といった市民等が相互に

連携し、必要に応じて協議を行いながら実施します。 

 

図表 30：空家等対策の実施体制（イメージ） 
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 料編 

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 
 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を

及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせ

て空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第

十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事

項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に

寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされてい

ないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）を

いう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は

著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を

行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関し、国民の理解を

深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他

の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基

づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その

他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家

等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（以下

「基本指針」という。）を定めるものとする。 
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２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協

議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等

に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本

的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同

条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項までの規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特

定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその分布の状況、

その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び

空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促

進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活用促進指針」という。）に関

する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心市街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第二条第二項に規定する重点

区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域として国土交通

省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 
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一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の種類及び当該空

家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条において「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通じた経済的社会的

活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促進区域内の空家等に該当

する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第

九項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）について第十七条

第一項の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。次項において同じ。）の規

定又は第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同

法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用

を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の規定の適用を受けるための

要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・

八メートル以上四メートル未満の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以

上接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区域内における経済的社

会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものと

する。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の住民の意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十

二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画

法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区

域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等活用促進指針

に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条第二項の規定により読み替

えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以

下「用途特例適用要件」という。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用

促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規定による認定又は同法第四十八条第一項から

第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。第十七条第二項にお

いて同じ。）の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定行

政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合において、用途特例適用要

件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例適用建築物を用途特

例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得

ないものであると認めるときは、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び第十八条第一項において

同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市
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計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要

な援助を求めることができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下この条において

「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、

建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第二章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他

空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当

該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入

って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとすると

きは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し

通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の

請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家

等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定され

た利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域に

おいては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内に

ある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のた

めに必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長、

空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めるこ

とができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又

は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下この
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条、次条及び第十五条において同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するため

に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その

他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するこ

ととなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」と

いう。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全

空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま

放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木

竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措

置について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民

法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による

相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に

対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方

裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすること

ができる。 

第四章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するた

めに所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努

めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家等活用促進区域内の空家

等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において同じ。）について、当該

空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、

当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請する

ことができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請を受け

た空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 
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（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十二項（同条第十四

項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例

適用建築物に対する建築基準法第四十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利

用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法

律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項

に規定する空家等対策計画に定められた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適

用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第十二項（同条第十四項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建

築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用については、同条第一項から第十一項まで

及び第十三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認

めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別

措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定によ

り公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途特例適用要件（以下この

条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項

から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合

すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特

定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された空

家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築

物（都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途

に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可（いずれも当該建築物の用途の変更に係る

ものに限る。）を求められたときは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進

が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計画に記載された空

家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九

号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切

な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条に規定する業務のほ

か、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改

修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法第四十九条の

規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空

家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 
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第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）第十一条第一項に規

定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の

活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことが

できる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十二号）第十

三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基

づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができ

る。 

第五章 特定空家等に対する措置 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周

辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同

じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認

めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺

の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合にお

いて、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを

命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、そ

の命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命

じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて

公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者又は

その代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとする措置並び

に意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなけれ

ばならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行し

ないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法

（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれを

させることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者（以

下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若し

くは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行う
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ことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じ

た者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。

この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限まで

にその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あ

らかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に

関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認め

るときで、第三項から第八項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にか

かわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせること

ができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定め

る方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該

特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条及び第十四条を

除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定め

ることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。 

第六章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、

一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、

次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支

援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所

在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、そ

の旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関

する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用の

ため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 
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四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支

援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、

その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の規定による指定を取り消す

ことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言

をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の所有者等に

関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等

の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所有者

等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得

なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・総務省令

で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、

基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をするか否かについて、

遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をし

ないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認

めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第十四条各項の規定によ

る請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請求をする必要がないと

判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。 

第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資

するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措



- 41 - 

 

置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適

切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、

若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条

第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めると

きは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条

第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めると

きは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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２ 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な 針（概要） 
 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

１ 本基本指針の背景 

（１）空家等の現状 

（２）空家等対策の基本的な考え方 

①基本的な考え方 

・所有者等に第一義的な管理責任 

・住民に最も身近な市町村による空家等対策の実施の重要性 等 

②市町村の役割 

・空家等対策の体制整備 

・空家等対策計画の作成、必要な措置の実施 

・重点的に空家等の活用の促進を図る区域として空家等活用促進区域や、家等活用促進指針の検討 

・管理不全空家等、特定空家等に対する必要な措置の実施 

・空家等の状態の改善が期待できない場合等には相続財産の清算人等の選任請求を検討 

・地域の空家等対策に取り組む特定非営利活動法人等の空家等管理活用支援法人指定を検討 等 

③都道府県の役割 

・空家等対策計画の作成・実施等に関する市町村村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡

調整その他必要な援助実施 

・空家等活用促進区域内における特例措置や空家等の活用の促進についての配慮の対象となる場合は関係法令の

趣旨を踏まえつつ、積極的に当該協議等に応じ許可等の処分に当たって適切に配慮する 等 

④国の役割 

・管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関するガイドラインの策定 

・必要な財政上の措置・税制上の措置の実施 

・パンフレットやウェブサイトを用いた情報提供に加え、動画配信や説明会の開催等を積極的に実施 等 

２ 実施体制の整備 

（１）市町村内の関係部局による連携体制 

・空家等対策と所有者不明土地 等対策を担当する部局が連携し、効果的な対策を講ずることが重要 

・空家等の敷地について住宅用地特例措置の適切な運用を図る観点から税務部局との連携や、所有者等が不明で

ある空家等に対してどのような対処方針で臨むかを検討する観点から法務部局との連携が重要 等 

（２）協議会の組織 

（３）空家等の所有者等及び周辺住民からの相談体制の整備 

・近隣住民等からの相談は市町村を中心に対応しつつ、空家等の所有者等からの専門的な相談は、空家等管理活

用支援法人のほか、宅地建物取引業者等の関係事業者団体や建築士等の関係資格者団体、地域の空家等対策に

取り組む特定非営利活動法人等の団体と連携した対応も検討 等 

（４）空家等管理活用支援法人の指定 

・法第 23 条第１項に基づき、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用

を図る活動を行うことを目的とする会社であって、法第 24 条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことが
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できると認められるものを空家等管理活用支援法人として指定することが可能 等 

（５）地方住宅供給公社、都市再生機構、住宅金融支援機構との連携 

①地方住宅供給公社 

・空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該

改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことが可能 

②都市再生機構 

・計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地

域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことが可能 

③住宅金融支援機構 

・市町村又は空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金

の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことが可能 

３ 空家等の実態把握 

（１）市町村内の空家等の所在等の把握 

（２）空家等の所有者等の特定及び意向の把握 

（３）空家等の所有者等に関する情報を把握する手段 

・法務局が保有する当該空家等の不動産登記簿情報の利用 

・市町村が保有する空家等の所有者等の住民票情報や戸籍謄本等の利用 

・法第 10 条第３項に基づき、電気、ガス等の供給事業者への家等の電気、ガス等の使用者に係る情報の提供をも

とめることが可能 

・法第 10 条第１項に基づく固定資産税情報の内部利用 

・法第 10 条第１項に基づく介護保険に関する事務、国民健康保険に関する事務、後期高齢者医療制度に関する事

務、生活保護に関する事務等のために利用する目的で保有する被保険者等や申請代行者等の氏名、住所・居所

等の情報の内部利用 等 

４ 空家等に関するデータベースの整備等 

・空家等の所在地、現況、所有者等の氏名、空家等活用促進区域内に立地しているかといった内容や、管理不全

空家等や特定空家等に該当するものについては、これらに該当する旨並びに市町村長による当該空家等に対す

る措置等の内容及びその履歴についても併せて記載し、継続的に把握する 等 

５ 空家等対策計画の作成 

６ 空家等及びその跡地の活用の促進 

（１）空家等及びその跡地の活用 

・跡地も含め空家等を地域資源として活用すべく、今後の空家等の活用方策を検討することが重要 

・空家等及びその跡地の活用に当たっては、関係事業者団体等を空家等管理活用支援法人として指定し、同法人

と連携して取り組むことが効果的と考えられる 

・空家等及びその跡地の活用時に、土地の境界が不明瞭であることが支障となる場合があるため、筆界確定を進

めることが重要 等 

（２）空家等活用促進区域の設定及び空家等活用促進指針の策定 

・空家等活用促進区域内では、市町村長は、空家等の所有者等に対し、空家等活用促進指針に定められた空家等

を誘導すべき用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することが可能 
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７ 空家等の適切な管理に係る措置 

・管理不全空家等に対する指導・勧告の実施 

・所有者等不明である場合には、法第 14 条の規定に基づき、民法の相続財産清算制度や、不在者財産管理制度、

所有者不明建物管理制度、管理不全建物管理制度、管理不全土地管理制度を活用することが考えられる 

・空家等の所有者等の認知能力等が十分でなく、適切な管理等が期待できない場合には、本人の福祉を図る観点

から市町村内の福祉部局とも連携して、民法の成年後見制度を活用することも考えられる 等 

８ 特定空家等に対する措置 

・ガイドラインを参照しつつ、「特定空家等」の対策を推進 

９ 空家等に関する対策の実施に必要な財政上・税制上の措置 

（１）財政上の措置 

・空家等を除却又は活用するに当たり必要となる費用の一部を市町村を通じて、又は都道府県から直接、それぞ

れ予算支援している都道府県も存在 

・国及び都道府県においては、市町村による空家等対策の実施に要する費用に対して引き続き財政上の措置を講

ずるよう努める 

（２）税制上の措置 

①空家の発生を抑制するための税制上の特例措置（所得税・個人住民税の特例） 

②管理不全空家等及び特定空家等に対する固定資産税等の住宅用地特例の取扱い（固定資産税・都市計画税） 

・管理不全空家等及び特定空家等は、住民の日常生活に必要と認められる住宅用地の税負担を軽減するという住

宅用地特例の本来の趣旨からも外れると考えられることから、固定資産税等の住宅用地特例の対象から、法第

13 条２項又は法第 22 条第２項の規定により所有者等に対し勧告がされた管理不全空家等又は特定空家等の敷

地の用に供されている土地を除く 

 

二 空家等対策計画に関する事項 

１ 効果的な空家等対策計画の作成の推進 

２ 空家等対策計画に定める事項 

（１）空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的

な方針 

・総合的な空家等対策を重点的に推進するべき地区を定めることが考えられるほか、空家等の活用が特に必要と

認められる区域については、空家等活用促進区域として設定 

・空家等対策の優先順位の明示 等 

（２）計画期間 

・既存の計画や調査の実施年との整合性の確保 等 

（３）空家等の調査に関する事項 

・対象地区、期間、対象など調査内容及び方法の記載 等 

（４）所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

・空家等管理活用支援法人等と連携した各市町村における相談体制の整備方針の記載 

・空家等の活用に関心を有する外部の者と当該空家等の所有者等とのマッチングを図るなどの取組の記載 

・管理不全空家等に対してどのような措置を講ずるのかについて方針を示すことが重要 等 
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（５）空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

・各市町村が把握している空家等に関する情報を所有者等の同意和得たうえでの外部提供の記載 

・当該空家等の跡地の具体的な方針や手段について記載 等 

（６）特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

・特定空家等に対してどのような措置を講ずるのかについて方針を示すことが重要 等 

（７）住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

・各市町村における相談体制の内容や住民に対する相談窓口の連絡先について具体的に記載 等 

（８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

・各部局の役割分担、組織体制、窓口連絡先などの記載 等 

（９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

・対策の効果の検証、その結果を踏まえた計画の見直し方針 等 

３ 空家等対策計画の公表等 

 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

１ 所有者等による空家等の適切な管理の必要性 

・空家等の適切な管理を行い、資産価値をできる限り保全することで、空家等を活用することができる状態が維

持され、将来的な所有者等による空家等の活用や、空家等の活用を通じた公共の福祉の増進や地域の活性化に

も寄与することが期待される 

２ 空家等の適切な管理のために所有者等が留意すべき事項 

①保安上危険の防止のための管理 

②衛生上有害の防止のための管理 

③景観悪化の防止のための管理 

④周辺の生活環境の保全への悪影響の防止のための管理 

 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

１ 空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進 

２ 空家等に対する他法令による諸規制等 

３ 空家等の増加抑制策、活用施策、除却等に対する支援施策等 
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３ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図る 

  ために 要な 針（ガイドライン）（概要） 
 

第１章 空家等に対する対応 

１．法に定義される管理不全空家等及び特定空家等 

・特定空家等は、空家等のうち、法第２条第２項において、以下の状態にあると認められる空家等と定義されて

いる。 

・管理不全空家等は、法第 13 条第１項において、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特

定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等と定義されている。 

(ｲ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

(ﾛ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

(ﾊ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

(ﾆ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

２．具体の事案に対する措置の検討 

（１）管理不全空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等 

・固定資産税等の住宅用地特例に関する措置 

（２）特定空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等 

・固定資産税等の住宅用地特例に関する措置 

（３）財産管理制度の活用 

（４）行政の関与の要否の判断 

（５）他の法令等に基づく諸制度との関係 

３．所有者等の特定 

（１）所有者等の特定に係る調査方法等 

・登記情報（所有権登記名義人等の氏名及び住所）の確認 

・住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの確認（所有権登記名義人等の現住所・転出・生存状況の確認） 

・戸籍の確認（法定相続人の確認） 

・固定資産課税台帳の記載事項の確認（所有者等の氏名及び住所） 

・親族、関係権利者等への聞き取り調査 

・必要に応じて実施する居住確認調査 

・水道・電気・ガスの供給事業者の保有情報や郵便転送情報の確認調査※４ 

・公的機関（警察・消防等）の保有情報の有無の確認 

・その他（市町村の関係する部局において把握している情報の確認※５、家庭裁判所への相続放棄等の申述の有

無の確認等） 

（２）国外に居住する所有者等の特定に係る調査手法等 

（３）所有者等の所在を特定できない場合等の措置 

（４）具体的な調査方法等に係る留意事項 
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４．所有者等が多数の共有者である場合や、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるものである場合

の対応 

（１）所有者等が多数の共有者である場合の対応 

（２）所有者等が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者である場合の対応 

 

第２章 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置を講ずるに際して参考となる事項 

（１）管理不全空家等及び特定空家等の判断の参考となる基準 

・空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を別紙に示す 

（２）管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の判断の参考となる基準 

①周辺の状況による悪影響の程度 

②空家等の状況による悪影響の程度 

③危険等の切迫性 

④その他の状況も勘案した総合的な判断 

 

第３章 管理不全空家等に対する措置 

１．適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握 

２．管理不全空家等に対する措置の事前準備 

（１）調査（法第９条第１項） 

（２）データベース（台帳等）の整備と関係部局への情報提供 

（３）管理不全空家等に関係する権利者との調整 

３．管理不全空家等の所有者等への告知 

（１）管理不全空家等の所有者等への告知 

（２）措置の内容等の検討 

４．管理不全空家等の所有者等への勧告 

（１）勧告の対象 

（２）勧告の実施 

・勧告の送達方法について具体の定めはなく、直接手交、郵送などの方法から選択することが考えられる。 

・勧告は、相手方に到達することによって効力を生じ、相手方が現実に受領しなくとも相手方が当該勧告の内容

を了知し得るべき場所に送達されたら到達したとみなされるため、的確な送達の方法を選択すべき 

（３）関係部局への情報提供 

・速やかに税務部局等関係内部部局に情報提供を行うことが必要 

５．必要な措置が講じられた場合の対応 

・勧告が撤回された場合、固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地については、当該特例の適用

対象となることから、可能な限り速やかにその旨を情報提供することが必要 
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第４章 特定空家等に対する措置 

１．特定空家等の所有者等の事情の把握 

２．特定空家等に対する措置の事前準備 

（１）報告徴収及び立入調査（法第９条第２項～第５項） 

（２）データベース（台帳等）の整備と関係部局への情報提供 

（３）特定空家等に関係する権利者との調整 

３．特定空家等の所有者等への助言又は指導 

（１）特定空家等の所有者等への告知 

（２）措置の内容等の検討 

４．特定空家等の所有者等への告知 

（１）勧告の実施 

（２）関係部局への情報提供 

５．特定空家等の所有者等への命令 

（１）所有者等への事前の通知（法第 22 条第４項） 

（２）所有者等による公開による意見聴取の請求（法第 22 条第５項） 

（３）公開による意見の聴取（法第 22 条第６項～第８項） 

（４）命令の実施 

（５）標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法による公示（法第 22 条第 13 項・第 14 項） 

６．特定空家等に係る代執行 

（１）実体的要件の明確化 

（２）手続的要件（行政代執行法第３条～第６条） 

（３）非常の場合又は危険切迫の場合（行政代執行法第３条第３項） 

（４）執行責任者の証票の携帯及び呈示（行政代執行法第４条） 

（５）動産等の取扱い 

（６）費用の徴収（行政代執行法第５条・第６条） 

７．過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合 

（１）「過失がなくて」「確知することができない」場合 

（２）事前の公告（法第 22 条第 10 項） 

（３）動産等の取扱い 

（４）費用の徴収（法第 22 条第 12 項） 

８．災害その他非常の場合 

９．必要な措置が講じられた場合の対応 

・勧告又は命令をしている場合には当該勧告又は命令を撤回するとともに、当該建築物が特定空家等でなくなっ

たと認められた日付、講じられた措置の内容等をデータベースに記録し、速やかに関係内部部局に情報提供す

ることが望ましい。 

・勧告又は命令が撤回された場合、固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地については、当該特

例の適用対象となることから、可能な限り速やかにその旨を情報提供することが必要 
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４ 空き家対策に係る法令・ 規等 
 

空き家対策に係る法令・例規等について、空家法との主な相違点を整理すると、次のようになります。 

 

図表 31：空き家対策に係る法令・例規等 

施策等の名称 制度等の根拠 概要 
空家法との 

主な相違点 

建築基準法に基

づく保安上危険

な既存不適格建

築物等に対する

措置 

建築基準法 

第 10 条 

○特定行政庁は、特殊建築物等のうち、その

まま放置すれば著しく保安上危険となるお

それがある既存不適格建築物等について、必

要な措置を勧告でき、正当な理由なく当該勧

告に係る措置が採られなかった場合におい

て、特に必要と認めるときは必要な措置を命

令できる。 

○特定行政庁は、現に著しく保安上危険な既

存不適格建築物等について必要な措置を命

令できる。 

○特定行政庁は、上記命令に基づく措置が講

じられないとき等は代執行できる。 

○措置権者（特定行政庁）が異

なる。 

○「空家等」以外も対象となる。 

○“景観を損なっている状態”は

措置対象とならない。 

○建築基準法上の略式代執行

の規定では“著しく公益に反す

る”ことを要件とするが、空家法

上の代執行の規定にはなく、代

執行（略式代執行を含む。）の前

提手続で公益性について判断

されている。 

道路法に基づく

禁止 為等に対

する措置 

道路法 

第 43 条 

第 44 条 

第 47 条の 11、 

第 48 条 

第 71 条第 1 項・

第 3 項 

○沿道区域における土地等の管理者の損害

予防義務 

○道路保全立体区域内の制限 

○道路管理者等の監督処分 

○措置権者（道路管理者）が異

なる。 

○「空家等」以外も対象となる。 

○道路に関する禁止行為のみ

が措置の対象となる。 

消防法に基づく

火災の予防のた

めの措置 

消防法 

第 3 条、 

第 5 条、 

第 5 条の 3、 

第 9 条 

消防長、消防署長その他の消防吏員は、火

災の予防に危険であると認める場合に、みだ

りに存置された燃焼のおそれのある物件の

除去等を所有者等に命ずることができる。ま

た、消防長又は消防署長は、建築物の構造又

は管理等の状況について、火災の予防に危険

であると認める場合に、建築物の改修等を所

有者等に命ずることができる。 

火災の予防のために必要な事項は政令で定

める基準に従い市町村条例でこれを定める。 

○措置権者（消防長、消防署長

その他の消防吏員）が異なる。 

○「空家等」以外も対象となる。 

○火災予防や消防活動の障害

のみが措置の対象となる。 

災害対策基本法

に基づく市町村

長の応急措置 

災害対策基本法

第 62 条第 1 項 

市町村長は、災害が発生し、又はまさに発生

しようとしている場合において、法令又は地

域防災計画の定めるところにより、災害の発

生を防御、又は拡大を防止するために必要な

応急措置をすみやかに実施しなければなら

ない。 

○「空家等」以外も対象となる。 

○災害発生時等に限定される。 

○応急措置の実施は法令又は

地域防災計画の定める場合に

限定される。 

災害対策基本法

に基づく応急 

用負担等 

災害対策基本法

第 64 条第 2 項 

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が

発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において応急措置を実施するための緊急

の必要があると認めるときは、工作物等の除

去その他必要な措置をとることができる。 

○「空家等」以外も対象となる。 

○災害発生時等に限定される。 

○応急措置を実施するため緊

急の必要がある場合に限定さ

れる。 

災害救助法に基

づく救助 

災害救助法 

第 4 条第 10 号 

災害救助法施行

令 

第 2 条第 2 号 

災害救助法に基づく救助として、災害によっ

て運ばれた日常生活に著しい支障を及ぼし

ているものの除去ができる。 

○措置権者（都道府県知事）が

異なる。 

○「空家等」以外も対象となる。 

○災害によって運ばれた支障物

のみが対象となる。 

民法に基づく事

務管理 

民法 

第 697 条、 

義務なく他人のために事務の管理を始めた

者は、その事務の性質に従い、最も本人の利

○行政以外も実施可能。 

○「空家等」以外も対象となる。 
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施策等の名称 制度等の根拠 概要 
空家法との 

主な相違点 

第 698 条 益に適合する方法によって、その事務の管理

をしなければならない。 

○本人の意思に反することは

できない。 

※事務管理に基づく対応が可

能か否かは議論がある。 

民法に基づく工

作物責任 

民法 

第 717 条第 1 項 

建物等の土地の工作物の所有者は、工作物の

占有者が損害賠償責任を負わないとき、設置

又は保存にかしがある限り、過失の有無に関

係なく損害賠償責任を負う。 

○行政以外も実施可能。 

○「空家等」以外も対象となる。 

○被害者側の所有権に基づく

請求も可能 

民法に基づく緊

急避難 

民法 

第 720 条第 2 項 

他人の物から生じた急迫の危難を避けるた

めその物を損傷した場合、損害賠償の責任を

負わない。 

○行政以外も実施可能。 

○「空家等」以外も対象となる。 

○“急迫の危難”が生じている場

合に限られる。 
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５ 国・東京都・府中市の動向 

（ ）国・東京都・市の動向 

国や東京都、府中市の空家等対策に係る動向は以下のとおりです。 

本市では、平成 30 年に第１次計画を策定、令和４年に第２次計画へ改定を行い、基本目標及

び具体的施策により、空家等対策に取り組みました。 

 

図表 32：国・東京都・府中市の動向 

 国の動向 東京都の動向 府中市の動向 

平成 23 年   
・荒廃している空き家の全

戸調査 

平成 24 年    

平成 25 年    

平成 26 年 
・空家等対策の推進に関す

る特別措置法 公布 
 

・空き地・空き家問題に係る

庁内検討会 開始 

（現 空き地・空き家対策庁

内検討委員会） 

平成 27 年  
・空き家利活用等区市町村

支援事業 開始 
 

平成 28 年 ・空き家対策総合支援事業 

開始 

・空き家の発生を抑制する

ための特例措置（空き家の

譲渡所得の 3,000 万円特

別控除） 実施 

 
・附属機関「府中市空家等対

策協議会」 設置 

平成 29 年 
・全国空き家対策推進協議

会 設置 

・東京都空き家対策連絡協

議会 設置 

・公益社団法人府中市シル

バ ー 人 材 セ ン タ ー と の

「空家等の適正な管理の

推進に関する協定」 締結 

平成 30 年 
・全国版空き家・空き地バン

ク 開設 

・東京都空き家利活用等普

及啓発・相談事業 開始 

・府中市空家等対策計画 策

定 

・「特定空家等」の判断基準 

策定 

平成 31 年 

（令和元年） 

・所有者不明土地の利用の

円滑化等に関する特別措

置法 施行 

・「所有者の所在の把握が難

しい土地に関する探索・利

活用のためのガイドライ

ン 改定 

・東京空き家ガイドブック

2019 発行 

・先駆的空き家対策東京モ

デル支援事業 開始 

・エリアリノベーション推

進支援事業 開始 

・府中市空家等対策協議会

検討部会による特定空家

等候補の現地確認 

令和２年 

・土地基本法等の一部を改

正する法律 施行 

・民法の一部を改正する法

律（債権法改正） 施行 

・民間空き家対策東京モデ

ル支援事業 開始 

・空き家利活用等相談事業 

開始（公益社団法人東京

都宅地建物取引業協会府

中稲城支部、公益社団法

人全日本不動産協会東京

都本部多摩中央支部及び 

特 定 非 営 利 活 動 法 人 空
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 国の動向 東京都の動向 府中市の動向 

家・空地管理センターと

空家利活用等相談事業等

の実施に関する協定を締

結並びに一般社団法人移

住・住みかえ支援機構よ

り取扱認定書の発行を受

ける。） 

令和３年 ・住生活基本計画（全国計

画） 改定 

・住宅市場を活用した空き

家対策モデル事業 開始 

・「特定空家等に対する措

置」に関する適切な実施を

図るために必要な指針（ガ

イドライン） 改正 

・空家等に関する施策を総

合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針 改

正 

・東京空き家ガイドブック

2022 発行 

・株式会社ジェクトワンと

府中市空き家利活用相談

事業の実施に関する協定

締結 

令和４年 
  

・第２次府中市空家等対策

計画 策定 

・空き家全戸調査実施 

令和５年 

・空家等対策の推進に関す

る特別措置法 改正 

・東京における空き家施策

実施方針 策定 

・東京都空き家活用シンポ

ジウム 開催 

・一般社団法人全国古民家

再生協会及び一般社団法

人全国空き家アドバイザ

ー協議会と空家等対策の

実施に関する協定を締結 

・不在者財産管理人申立て

（１件） 

・相続財産清算人選任申立

て（2 件） 

令和６年 
・不動産業による空き家対

策推進プログラム 策定 

・東京都空き家ワンストッ

プ相談窓口 設置 

・空き家等対策担当を環境

政策課に設置 

・相続財産清算人選任申立

て（1 件） 

令和７年 

・建築基準法（既存不適格建

築物に対する現行基準の

一部免除、4 号特例の縮小 

等） 改正 

 

・特定空家等及び管理不全

空家等の判断基準 策定 

・利活用を含め、空き地・空

き家対策に係る業務を環

境政策課に一本化 

・相続財産清算人選任申立

て（●件） 
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（2）府中市の特定空家等の認定・勧告の状況 

平成 30 年 1 月に「特定空家等」の認定基準を定めて以降、特定空家等に関する本市の動向は

以下のとおりです。 

 

図表 33：本市の特定空家等に関する動き 

年月 特定空家等に関する動き 

平成 30 年１月 ・府中市「特定空家等」の判断基準 策定 

令和元年 11 月 ・特定空家等の認定 ９件 

令和４年９月 
・特定空家等の認定 ６件 
・特定空家等の認定解除 ２件 
・特定空家等に対する勧告 ５件 

令和５年９月 ・特定空家等に対する勧告 ２件 

令和５年 10 月 ・特定空家等に対する命令に係る事前通知 ４件 

令和５年 12 月 ・特定空家等の認定解除 １件 

令和６年１月 ・特定空家等の認定解除 ２件 

令和６年４月 ・特定空家等の認定解除 １件 

令和７年１月 ・特定空家等の認定解除 １件 

令和７年３月 ・特定空家等及び管理不全空家等の判断基準 策定 

令和７年４月 ・特定空家等の認定解除 １件 

令和７年 10 月 ・特定空家等の認定解除 １件 
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６ 府中市空家等対策      
 

(趣旨) 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)第８条第１項の規定に基づき、府

中市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第２条 協議会は、会長及び委員 14 人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 府中市議会の議員 

(２) 学識経験を有する者 

(３) 公共的団体の推薦する者 

(４) 関係行政機関の職員 

(委員の任期) 

第３条 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

(会長の職務) 

第４条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

(秘密保持義務) 

第５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

付則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。 

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

２ 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 31 年 12 月府中市条例第 28 号)の一部を次のように

改正する。 

別表第１行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)第 11 条第２項に規定する審理員の項の次に次のように加える。 

日額 11,000 円 

 

付則(令和５年９月 27 日条例第 26 号) 

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和５年法律第 50 号)附則第１条本文に規定

する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 
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７ 委員名簿（府中市空家等対策   ） 
 

氏名 選出区分 所属団体 

会 長 高野 律雄  府中市長 

 秋山 としゆき 府中市議会の議員 府中市議会 

 髙津 みどり 府中市議会の議員 府中市議会 

 岩崎 紗矢佳 学識経験を有する者 東京三弁護士会多摩支部 

 岡野 恭代 学識経験を有する者 東京司法書士会 

 山田 昭典 学識経験を有する者 
公益社団法人東京都宅地建物取

引業協会府中稲城支部 

 難波 裕之 学識経験を有する者 
公益社団法人全日本不動産協会

東京都本部多摩中央支部 

 小澤 博 学識経験を有する者 東京土地家屋調査士会府中支部 

 大木 幸夫 学識経験を有する者 
一般社団法人東京都建築士事務

所協会南部支部 

 椋田 實 公共的団体の推薦する者 府中市自治会連合会 

 服部 慶孝 公共的団体の推薦する者 府中市自治会連合会 

 田中 研二 公共的団体の推薦する者 府中市社会福祉協議会 

 水村 淳 関係行政機関の職員 警視庁府中警察署 

 水越 博光 関係行政機関の職員 東京消防庁府中消防署 
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８   開催経過（府中市空家等対策   ） 
 

回 開催日 協議内容 

第１回 令和５年７月２１日（金） 〇空き家全戸調査について 

〇特定空家等に対する命令について 

〇特定空家等に対する勧告について 

〇特定空家等の認定解除について 

第２回 令和５年１２月１８日（月） 〇特定空家等に対する措置の進捗状況について 

〇特定空家等に対する認定解除について 

第３回 令和６年２月２８日（水） 〇特定空家等に対する措置の進捗状況について 

〇特定空家等に対する認定の解除について 

〇特定空家等に対する勧告後の住宅用地特例解除について 

第４回 令和６年７月２６日（金） 〇特定空家等に対する措置の進捗状況について 

〇特定空家等除却費用助成について 

〇空き家利活用等相談事業について 

〇管理不全空家等の認定について 

〇府中市空家等対策計画の改定について 

第５回 令和６年１２月２６日（木） 〇空家等対策の推進に係る協議について（諮問） 

○特定空家等の認定解除について 

○府中市空家等対策計画の骨子（案）について 

○特定空家等・管理不全空家等の判断基準について 

○特定空家等に対する措置の進捗状況について 

第６回 令和７年３月２８日（金） ○特定空家等の認定解除について 

○特定空家等に対する措置の進捗状況について 

○特定空家等・管理不全空家等の判断基準の策定について 

第７回 令和７年５月２６日（月） 〇第３次府中市空家等対策計画（仮称）の策定について 

〇特定空家等に対する措置の進捗状況について 

第８回 令和７年７月２５日（金） 〇第３次府中市空家等対策計画（仮称）の策定について 

〇特定空家等に対する措置の進捗状況について 

第 9 回 令和 7 年 10 月 8 日（水） 〇第３次府中市空家等対策計画（仮称）の策定について 

○特定空家等の認定解除について 

〇特定空家等に対する措置の進捗状況について 

第 10 回   

 


